
別　紙

１．３月３０日までの料金
※令和7年3月30日（日）までに申請を受付けた使用は、旧使用料を適用する。

（単位：円）

午　　前 午　　後 夜　　間
午　　前
午　　後

午　　後
夜　　間

全　　日

9時から
12時まで

13時から
17時まで

18時から
22時まで

9時から
17時まで

13時から
22時まで

9時から
22時まで

平　　　　日 25,300 38,500 46,200 57,420 76,230 99,000

土・日・祝日 30,360 46,200 55,440 68,860 91,520 118,800

1,430 1,980 2,530 3,080 4,070 5,390

880 1,210 1,540 1,870 2,420 3,300

880 1,210 1,540 1,870 2,420 3,300

2,200 2,750 3,300 4,400 5,500 7,150

440 660 880 990 1,430 1,760

770 1,430 1,650 1,980 2,750 3,520

770 1,430 1,650 1,980 2,750 3,520

880 1,430 1,760 2,090 2,860 3,630

※付属設備使用料についても旧使用料を適用する。 (税込)

２．４月１日からの料金
※令和7年4月1日（火）の申請受付けから新使用料を適用する。

（単位：円）

午　　前 午　　後 夜　　間
午　　前
午　　後

午　　後
夜　　間

全　　日

9時から
12時まで

13時から
17時まで

18時から
22時まで

9時から
17時まで

13時から
22時まで

9時から
22時まで

平　　　　日 28,840 43,890 52,660 65,450 86,900 112,860

土・日・祝日 34,610 52,660 63,200 78,500 104,330 135,430

1,630 2,250 2,880 3,510 4,630 6,140

1,000 1,370 1,750 2,130 2,750 3,760

1,000 1,370 1,750 2,130 2,750 3,760

2,500 3,130 3,760 5,010 6,270 8,150

500 750 1,000 1,120 1,630 2,000

870 1,630 1,880 2,250 3,130 4,010

870 1,630 1,880 2,250 3,130 4,010

1,000 1,630 2,000 2,380 3,260 4,130

※付属設備使用料についても新使用料を適用する。 (税込)

楽　屋　１

使用料の新旧対照表について
（令和7年度から適用）

旧　使　用　料

施設名
使用日の
曜日等

基　　本　　使　　用　　料

文　化
ホール

練　習　室　１

練　習　室　２

練　習　室　３

ホ　ワ　イ　エ

楽　屋　２

楽　屋　３

楽　屋　４

新　使　用　料

施設名
使用日の
曜日等

楽　屋　１

楽　屋　２

楽　屋　３

楽　屋　４

基　　本　　使　　用　　料

文　化
ホール

練　習　室　１

練　習　室　２

練　習　室　３

ホ　ワ　イ　エ


